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�

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

規

則

○
医
療
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…（
保
健
医
療
局
医
療
政
策
部
医
療
安
全
課
）…
一

告

示

○
建
築
基
準
法
に
よ
る
道
路
の
指
定
の
変
更
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
開
発
指
導
第
一
課
）…
四

○
建
築
基
準
法
に
よ
る
道
路
位
置
の
指
定
の
変
更
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
五

○
建
築
基
準
法
に
よ
る
道
路
位
置
の
指
定
の
取
消
し
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
五

○
電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
に
よ
る
道
路
の
指
定
（
二
件
）
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
建
設
局
道
路
管
理
部
監
察
指
導
課
）…
五

公

告

○
国
土
調
査
の
成
果
の
認
証
（
三
件
）
…（
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部
土
地
利
用
計
画
課
）…
八

○
市
街
地
再
開
発
組
合
の
理
事
長
の
変
更
…
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
市
街
地
整
備
部
再
開
発
課
）…
八

規

則

医
療
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
七
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
四
十
一
号

医
療
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

医
療
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
年
東
京
都
規
則
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
三
条
の
四
の
見
出
し
を
「
（
診
療
用
放
射
性
同
位
元
素
使
用
器
具
等
の
備
付
届
）
」
に
改
め
、

同
条
中
「
規
則
」
の
下
に
「
第
二
十
七
条
の
三
第
一
項
又
は
」
を
加
え
、
「
診
療
用
放
射
性
同
位
元
素

又
は
」
を
「
診
療
用
放
射
性
同
位
元
素
使
用
器
具
、
診
療
用
放
射
性
同
位
元
素
又
は
」
に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
の
五
中
「
第
二
十
七
条
第
三
項
及
び
」
を
「
第
二
十
七
条
第
三
項
、
第
二
十
七
条
の
三

第
二
項
又
は
」
に
、
「
診
療
用
放
射
性
同
位
元
素
及
び
」
を
「
診
療
用
放
射
性
同
位
元
素
使
用
器
具
、

診
療
用
放
射
性
同
位
元
素
又
は
」
に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
第
二
号
中
「
放
射
性
同
位
元
素
装
備
診
療
機
器
に
関
す
る
変
更
届
」
の
下
に
「
、
診
療

用
放
射
性
同
位
元
素
使
用
器
具
に
関
す
る
変
更
届
」
を
加
え
る
。

第
二
十
五
条
第
二
号
中
「
放
射
性
同
位
元
素
装
備
診
療
機
器
廃
止
届
」
の
下
に
「
、
診
療
用
放
射
性

同
位
元
素
使
用
器
具
廃
止
届
」
を
加
え
、
同
条
第
三
号
中
「
診
療
用
放
射
性
同
位
元
素
廃
止
後
の
措
置

届
」
を
「
診
療
用
放
射
性
同
位
元
素
使
用
器
具
廃
止
後
の
措
置
届
、
診
療
用
放
射
性
同
位
元
素
廃
止
後

の
措
置
届
」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
二
号
様
式

（第１片）
()裏
中
「照

射
筒
の
遮
へ
い

」
を
「照

射
筒
の
遮
蔽

」
に
、
「遮

へ
い
す

る

」
を
「遮

蔽
す
る

」
に
、
「一

次
遮
へ
い
体

」
を
「一

次
遮
蔽
体

」
に
、
「遮

へ
い
物

」
を
「遮

蔽

物

」
に
、

「

」
を

「

」
に
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改
め
、
同
様
式

（第２片）
()表
中
「遮

へ
い
物

」
を
「遮

蔽
物

」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
三
号
様
式

（第１片）
()裏
中
「遮

へ
い
物

」
を
「遮

蔽
物

」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
四
号
様
式

（第１片）
()裏
中
「
放
射
線
障
害
防
止
」
を
「
放
射
線
障
害
の
防
止
」
に
、
「遮

へ
い

物

」
を
「遮

蔽
物

」
に
改
め
、
同
様
式

（第２片）
()表
中
「
放
射
線
障
害
防
止
」
を
「
放
射
線
障
害
の
防
止
」
に
、

「遮
へ
い
物

」
を
「遮

蔽
物

」
に
、
「遮

へ
い
材
料

」
を
「遮

蔽
材
料

」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
五
号
様
式

（第１片）
()裏
中
「
放
射
線
障
害
防
止
」
を
「
放
射
線
障
害
の
防
止
」
に
、
「遮

へ
い

物

」
を
「遮

蔽
物

」
に
改
め
、
同
様
式

（第２片）
()表
中
「
放
射
線
障
害
防
止
」
を
「
放
射
線
障
害
の
防
止
」
に
、

「遮
へ
い
材
料

」
を
「遮

蔽
材
料

」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
六
号
様
式
()裏
中
「
放
射
線
障
害
防
止
」
を
「
放
射
線
障
害
の
防
止
」
に
、
「遮

へ
い

物

」
を
「遮

蔽
物

」
に
改
め
、
同
様
式
()裏
注
意
事
項
２
中
「５０分

１

」
を
「５０分

の
１

」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
七
号
様
式

（第１片）
()表
中

を

「

」

「

」
に
、
「診

療
用
放
射
性
同
位
元
素

陽
電
子
断
層
撮
影
診
療
用

放
射
性
同
位
元
素
を

」
を
「

医
療
法
第
１５条

第
３
項
及
び
医
療
法
施
行
規
則
第
２７条

の
３
第
１
項
の

、
医
療
法
第
１５条

第
３
項
及
び
医
療
法
施
行
規
則
第
２８条

第
１
項
の
規
定

医
療
法
第
１５条

第
３
項
及
び
医
療
法
施
行
規
則
第
２８条

第
１
項
の
規
定

規
定
に
よ
り
、
診
療
用
放
射
性
同
位
元
素
使
用
器
具

に
よ
り
、
診
療
用
放
射
性
同
位
元
素

を

に
よ
り
、
陽
電
子
断
層
撮
影
診
療
用
放
射
性
同
位
元
素

」
に
改
め
、
「医

療
法
第
１５条

第
３
項
及
び

医
療
法
施
行
規
則
第
２８条

第
１
項
の
規
定
に
よ
り

」
を
削
り
、
「
診
療
用
放
射
性
同
位
元
素
又
は
」
を

「
診
療
用
放
射
性
同
位
元
素
使
用
器
具
、
診
療
用
放
射
性
同
位
元
素
又
は
」
に
、
「形

式

」
を
「形

状

」
に
改
め
、
同
様
式

（第１片）
()裏
中
「
診
療
用
放
射
性
同
位
元
素
使
用
室
又
は
」
を
「
診
療
用
放
射
性
同
位

元
素
使
用
器
具
、
診
療
用
放
射
性
同
位
元
素
又
は
」
に
、
「
放
射
線
障
害
防
止
」
を
「
放
射
線
障
害
の

防
止
」
に
、
「遮

へ
い
物

」
を
「遮

蔽
物

」
に
改
め
、
同
様
式

（第２片）
()表
中
「
放
射
線
障
害
防
止
」
を
「
放

射
線
障
害
の
防
止
」
に
、
「遮

へ
い
材
料

」
を
「遮

蔽
材
料

」
に
改
め
、
同
様
式

（第２片）
()裏
中
「
診
療
用
放

射
性
同
位
元
素
使
用
室
又
は
」
を
「
診
療
用
放
射
性
同
位
元
素
使
用
器
具
、
診
療
用
放
射
性
同
位
元
素

又
は
」
に
、
「
放
射
線
障
害
防
止
」
を
「
放
射
線
障
害
の
防
止
」
に
、
「遮

へ
い
用
器
具

」
を
「遮

蔽

用
器
具

」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
八
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
記
第
二
十
九
号
様
式
の
二
中

「

」
を

「

」
に

改
め
る
。

別
記
第
三
十
号
様
式
の
二
中

「

」
を

「

」
に

改
め
、
「
装
置
」
の
下
に
「
、
器
具
、
機
器
」
を
加
え
、
「型

状

」
を
「形

状

」
に
改
め
る
。

別
記
第
三
十
号
様
式
の
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
医
療
法
施
行
細
則
別
記
第
二
十
二
号
様
式

か
ら
第
二
十
八
号
様
式
ま
で
、
第
二
十
九
号
様
式
の
二
、
第
三
十
号
様
式
の
二
及
び
第
三
十
号
様
式

の
三
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
八
百
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
二
条
第
一
項

第
四
号
の
規
定
に
よ
る
道
路
の
指
定
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
。

な
お
、
関
係
図
書
は
、
東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
七
月
二
十
二
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

茂

木

竜

一

変
更
に
係
る
道

路
の
種
類

変
更
年
月
日

変
更
に
係
る
道

路
の
位
置

変
更
に
係
る
道

路
の
延
長
及
び

幅
員
（
単
位
メ

ー
ト
ル
）

法
第
四
十
二
条

第
一
項
第
四
号

の
規
定
に
よ
る

道
路

令
和
七
年
六

月
二
日

㈠

次
に
掲
げ

る
地
番
の
全

部昭
島
市
中
神

町
字
東
新
畑
千

二
百
九
十
七
番

十
四
地
先
、
千

三
百
十
三
番
十
、

同
番
十
一
、
中

神
町
字
東
武
蔵

野
千
三
百
十
四

番
十
七
地
先
、

同
番
十
八
、
同

番
十
九
及
び
中

神
町
字
西
武
蔵

野
千
三
百
九
十

延
長

一
四
一
・
四
六

二
一
・
〇
七

三
八
・
四
四

八
二
・
九
四

七
九
・
八
八

幅
員

四
・
〇
〇

六
・
〇
〇

六
・
〇
〇

四
・
〇
〇

四
・
〇
〇
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四
番
二
十
一

㈡

次
に
掲
げ

る
地
番
の
一

部昭
島
市
中
神

町
字
東
新
畑
千

二
百
九
十
七
番

一
、
同
番
十
四
、

千
三
百
十
三
番

三
、
同
番
五
、

同
番
九
、
中
神

町
字
東
武
蔵
野

千
三
百
十
四
番

五
、
同
番
十
七
、

千
三
百
十
五
番

二
十
、
同
番
二

十
七
、
千
三
百

四
十
五
番
二
、

同
番
四
、
同
番

五
、
中
神
町
字

西
武
蔵
野
千
三

百
六
十
四
番
一
、

同
番
百
四
十
五
、

同
番
百
四
十
七
、

千
三
百
六
十
六

番
三
、
同
番
十

六
か
ら
同
番
十

九
ま
で
、
同
番

三
十
、
同
番
三

十
四
、
同
番
三

十
五
、
同
番
八

十
、
同
番
八
十

一
、
同
番
八
十

三
、
同
番
八
十

五
、
同
番
百
十
、

千
三
百
九
十
四

番
二
、
同
番
四
、

同
番
十
、
同
番

十
四
、
同
番
十

八
、
同
番
十
九
、

同
番
二
十
二
、

同
番
二
十
九
、

同
番
三
十
三
、

千
四
百
番
七
、

同
番
十
一
、
同

番
三
十
及
び
千

四
百
一
番
一

◉
東
京
都
告
示
第
八
百
一
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
道
路
の
位

置
の
指
定
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
。

な
お
、
関
係
図
書
は
、
東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
七
月
二
十
二
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

茂

木

竜

一

変
更
に
係
る
道

路
の
種
類

変
更
年
月
日

変
更
に
係
る
道

路
の
位
置

変
更
に
係
る
道

路
の
延
長
及
び

幅
員
（
単
位
メ

ー
ト
ル
）

法
第
四
十
二
条

第
一
項
第
五
号

の
規
定
に
よ
る

道
路

令
和
七
年
六

月
十
二
日

昭
島
市
拝
島
町

三
丁
目
二
千
八

百
七
十
六
番
四

延
長一

〇
・
〇
九

幅
員

五
・
〇
〇

◉
東
京
都
告
示
第
八
百
二
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
道
路
の
位

置
の
指
定
を
次
の
と
お
り
取
り
消
し
た
。

な
お
、
関
係
図
書
は
、
東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
七
月
二
十
二
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

茂

木

竜

一

取
消
し
に
係
る

道
路
の
種
類

取
消
年
月
日

取
消
し
に
係
る

道
路
の
位
置

取
消
し
に
係
る

道
路
の
延
長
及

び
幅
員
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

法
第
四
十
二
条

第
一
項
第
五
号

の
規
定
に
よ
る

道
路

令
和
七
年
六

月
二
十
三
日

昭
島
市
中
神
町

字
西
新
畑
千
百

十
三
番
一
、
同

番
六
、
同
番
十

及
び
千
百
十
四

番
一
の
各
一
部

延
長三

〇
・
五
〇

幅
員

四
・
〇
〇

◉
東
京
都
告
示
第
八
百
三
号

電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
七
年
法
律

第
三
十
九
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
電
線
共
同
溝
を
整

備
す
べ
き
道
路
を
次
の
よ
う
に
指
定
す
る
。

令
和
七
年
七
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

都
道
府
中
小
平
線

二

指
定
す
る
区
間

小
平
市
回
田
町
二
百
八
十
七
番
三
地
先
か
ら

同
市
鈴
木
町
一
丁
目
四
百
六
十
二
番
一
地
先

ま
で

三

指
定
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り
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◉
東
京
都
告
示
第
八
百
四
号

電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
七
年
法
律

第
三
十
九
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
電
線
共
同
溝
を
整

備
す
べ
き
道
路
を
次
の
よ
う
に
指
定
す
る
。

令
和
七
年
七
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一
㈠
路
線
名

都
道
府
中
小
平
線

㈡
指
定
す
る
区
間

小
平
市
鈴
木
町
一
丁
目
四
百
六
十
二
番
四
地

先
か
ら
同
市
天
神
町
四
丁
目
二
百
三
番
一
地

先
ま
で

㈢
指
定
の
概
要

別
図
表
示
⑴
の
と
お
り

二
㈠
路
線
名

都
道
新
宿
青
梅
線

㈡
指
定
す
る
区
間

小
平
市
天
神
町
三
丁
目
百
二
番
一
地
先
か
ら

同
所
二
百
八
十
三
番
一
地
先
ま
で

㈢
指
定
の
概
要

別
図
表
示
⑵
の
と
お
り
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公

告

国
土
調
査
の
成
果
の
認
証
に
つ
い
て

町
田
市
に
お
け
る
国
土
調
査
の
成
果
を
、
国
土
調
査
法
（
昭
和
二

十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
国

土
調
査
の
成
果
と
し
て
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
七
年
七
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

調
査
を
行
っ
た
者

の
名
称

町
田
市

二

調
査
を
行
っ
た
期

間

令
和
三
年
六
月
か
ら
令
和
六
年
三
月
ま
で

三

成
果
の
名
称

町
田
市
（
鶴
川
三
丁
目
、
鶴
川
四
丁
目
の

各
一
部
）
の
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

四

調
査
を
行
っ
た
地

域

町
田
市
鶴
川
三
丁
目
及
び
鶴
川
四
丁
目
の

各
一
部

五

認
証
年
月
日

令
和
七
年
一
月
六
日

国
土
調
査
の
成
果
の
認
証
に
つ
い
て

武
蔵
村
山
市
に
お
け
る
国
土
調
査
の
成
果
を
、
国
土
調
査
法
（
昭

和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ

き
国
土
調
査
の
成
果
と
し
て
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
七
年
七
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

調
査
を
行
っ
た
者

の
名
称

武
蔵
村
山
市

二

調
査
を
行
っ
た
期

間

令
和
五
年
六
月
か
ら
令
和
六
年
七
月
ま
で

三

成
果
の
名
称

武
蔵
村
山
市
（
伊
奈
平
一
丁
目
の
一
部
及

び
伊
奈
平
二
丁
目
の
一
部
）
の
地
籍
図
及

び
地
籍
簿

四

調
査
を
行
っ
た
地

域

武
蔵
村
山
市
伊
奈
平
一
丁
目
及
び
伊
奈
平

二
丁
目
の
各
一
部

五

認
証
年
月
日

令
和
七
年
三
月
十
三
日

国
土
調
査
の
成
果
の
認
証
に
つ
い
て

多
摩
市
に
お
け
る
国
土
調
査
の
成
果
を
、
国
土
調
査
法
（
昭
和
二

十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
国

土
調
査
の
成
果
と
し
て
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
七
年
七
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

調
査
を
行
っ
た
者

の
名
称

多
摩
市

二

調
査
を
行
っ
た
期

間

平
成
二
十
七
年
七
月
か
ら
平
成
三
十
年
三

月
ま
で

三

成
果
の
名
称

多
摩
市
（
和
田
の
一
部
（
和
田
・
東
寺
方

地
区
）
）
の
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

四

調
査
を
行
っ
た
地

域

多
摩
市
和
田
の
一
部

五

認
証
年
月
日

令
和
七
年
一
月
六
日

市
街
地
再
開
発
組
合
の
理
事
長
の
変
更
に
つ
い
て

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
二
十
八

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
西
品
川
一
丁
目
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合

か
ら
次
に
掲
げ
る
者
に
理
事
長
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の

で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
七
年
七
月
二
十
二
日
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東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

氏
名

仲
俣

悟

二

住
所

品
川
区
西
品
川
一
丁
目
二
番
一－

三
〇
六
号
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